
結婚式映像の音楽著作権に関するご案内
結婚式当日に上映する映像や記録映像では

映像内に音楽が収録される為『音楽著作権』の申請が必要でございます
結婚式の音楽著作権について：https://youtu.be/uYMflWYOMJ8?si=ESgXhS1-ipImfNB0

■結婚式の映像で申請が必要な音楽著作権とは？

著作権 著作隣接権
作曲家・作詞家へ
与えられる権利

メロディーや
歌詞を作る

レコード会社・アーティストへ与えられる権利

CDを作る 歌ったり演奏する

「当日上映する演出映像」「記録映像」それぞれに

この２つの許諾が必要になります

Q.著作権の申請は自分たちで
しなきゃいけないんですか？

ISUM（アイサム）に掲載のある楽曲の場合は
MARRY MARBLEより申請させていただきます

ISUM楽曲検索ページへ

MARRY MARBLEの映像商品では「当日上映する演出映像」「記録映像」ともに
著作権及び著作隣接権の申請をISUMを通じて行っております。

そのためご希望の楽曲が“ISUMに掲載があるか”必ずご確認くださいませ。
※ご自作の映像につきましては、当社で著作権申請は行っておりません。

https://youtu.be/uYMflWYOMJ8?si=ESgXhS1-ipImfNB0
https://isum.or.jp/music/


当日上映する演出映像の音楽著作権

プロフィールムービーなど
当日会場で上映する映像作品に音楽を利用する際に

手続きが必要になります

楽曲を選ぶ
①MARRY MARBLEのオリジナル曲
②市販のアーティスト曲

No

ご自身で申請が必要な楽曲です
申請方法を確認する

①から選ぶ オリジナル曲

♪視聴する

②から選ぶ

Yes 楽曲の確認
使用したい楽曲は【配信音源】の登録がある

例：

No Yes

CD原盤を
ご準備ください

音源データで
対応可能です

ISUMの確認

使用したい楽曲は
ISUMに掲載がある

ISUM楽曲検索ページへ

https://vimeo.com/showcase/11802429
https://isum.or.jp/music/


記録映像の音楽著作権

記録映像に会場で使用したBGMをそのまま残し
Blu-rayなどに収録する際に手続きが必要になります

注意点① ISUMに掲載のない楽曲について

披露宴中に流すBGMがISUMに掲載のない楽曲の場合、『記録映像』の該当シーンは
著作権フリーのBGMを被せて編集をさせていただきます。BGMを収録したい方は必ず
『WEDDING MUSIC BOX』にてISUM掲載の有無をご確認ください。

ISUMに掲載のある楽曲の場合
楽曲の横に『videoマーク』が

表示されています

注意点② 自作の映像の楽曲について

お客様が自分で作られるプロフィールなどの映像も、ISUMに掲載がない曲を使用され
ている場合は、フリーBGMを被せて編集をいたします。

※記録映像としての許諾も取られている場合はそのまま残すことが可能です

注意点③ 余興の際の生演奏やカラオケ音源について
余興での生演奏や、カラオケの場合も記録映像に収録する際に「複製権」が発生いたし
ます。そのためISUMに掲載のない楽曲につきましては、フリーBGMを被せる対応とな
りますことご了承くださいませ。

※著作権が消失しているパブリックドメイン曲は内容に応じて収録することが可能です

ISUMに掲載のない会場BGMを記録映像に残す際は
お客様ご自身で許諾申請をしていただいております

申請方法を確認する



ISUMに掲載のない楽曲を希望の場合

⼀般社団法⼈⽇本レコード協会（RIAJ）
www.riaj.or.jp/f/leg/bridal/

TEL 03-5575-1307
（受付時間9:30〜18:00⽉〜⾦）

⼀般社団法⼈⽇本⾳楽著作権協会（JASRAC）
https://www.jasrac.or.jp/users/bridal/

TEL 03-3481-2125
（受付時間9:00〜17:00⽉〜⾦／⼟⽇祝除く）

『ISUM未登録の楽曲』をご希望の場合
お客様自身で『著作権』及び『著作隣接権』許諾申請が必要です

『著作権』の申請 作詞者／作曲者などの申請

『著作隣接権』の申請 レコード会社／アーティストなどの申請

※ 許諾先が異なる／許諾がもらえない場合もございます

余裕をもってご準備を進めてくださいませ

～よくある質問～
Q.「著作権」「著作隣接権」どちらかの許諾が必要ですか？
A. 「著作権」「著作隣接権」双方の許諾が必要でございます。

Q.申請が通るまではどれくらいの期間がかかりますか？
A.申請は必ず通ると約束されているものではなく、楽曲によっては一ヶ月以上かかるものも
ございます。そのため当方としてはISUMに掲載のある楽曲をお選びいただくことを
推奨いたしております。

Q.申請に料金はかかりますか？
A.はい。各申請に料金が発生しいずれもお客様にご負担いただいております
※洋楽の場合、高額になる場合がございます。

Q.申請が通らなかった場合はどうなりますか？
A.著作権・著作隣接権 2つの許諾の確認が出来ない場合、
映像に残すことが出来ない為、弊社のオリジナル楽曲またはISUM掲載曲に変更となります。

http://www.riaj.or.jp/f/leg/bridal/
https://www.jasrac.or.jp/users/bridal/

